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Ⅰ 働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）の概要 

  本助成金の概要については、リーフレットを参照してください。 

なお、本助成金の事務処理は国の委託事業としてテレワーク相談センターが行いま

すので、助成金に関するお問い合わせ、申請手続きについては、テレワーク相談セン

ターまでお願いします。 

 

Ⅱ 申請書類等及び添付書類の提出 

１ 手続きフローチャート

 

事業主  テレワーク相談センター  厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
※支給対象事業主数は国の予算額に

制約されるため、12月１日以前に受

付を締め切る場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書 

の提出 

※事業実施計画を添付 

交付申請書の受付 

12 月１日まで 

交付申請書 

の審査 

交付・不交付の 
決定・通知 

通知の受理 

②事業実施及び評価期間 

③支給申請 

①交付申請 

事業の実施（機器の購
入、研修の実施など） 

＜評価期間(1～6 か月間)＞ 
テレワークを実施する 

支給申請書の提出 
※事業実施計画の内容を

踏まえて改善事業を実施

し、評価期間終了日から

１か月以内または３月１

日のいずれか早い日まで

に提出してください。 

 

支給申請書の受付 
（３月１日まで） 

支給申請書の審査 

通知の受理 

助成金受取 

（メールでテレワーク実
施の確認を行う場合） 
始業・終業メールを受理 

支給・不支給の決定・通

知 

助成金の支給手続 

 


